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２ 乙は、前項の規定により使用する設備等を目的外に使用してはならない。 

 （統括責任者の配置） 

第６条 乙は、聖苑の業務を円滑かつ適正に実施するため、関係法令等の定める

ところに従い、管理に関する統括責任者を配置し、甲に報告しなければならな

い。 
 （供用日時） 
第７条 供用日時は、条例第３条に定めるところによるものとする。 
２ 乙は、あらかじめ市長の承認を得て供用日時を変更することができるもの

とする。 
 （使用の許可） 
第８条 乙は、条例第４条の規定に基づき、聖苑を使用しようとするものに対し、

使用の許可を与えるものとする。 
２ 乙は、前項に規定する使用の許可手続については、芦屋市行政手続条例（平

成１１年芦屋市条例第３号。以下「行政手続条例」という。）の規定に従わな

ければならない。 
３ 乙は、行政手続条例に基づき、使用許可申請に対する処分について、管理業

務を開始する前に、甲と協議の上、その同意を得て審査基準及び標準処理期間

（以下「審査基準等」という。）を定め、管理業務を開始した後に直ちに、申

請受付窓口に備え置かなければならない。 
 （使用の制限） 

第９条 乙は、条例第５条の規定に基づき、聖苑の使用を許可せず、又は使用の

許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定による処分の手続については、行政手続条例の規定に従わ

なければならない。 

３ 乙は、第１項の規定による処分を行うときは、当該申請者に対して、処分す

る理由を示すとともに、当該申請者に対して行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）に基づく審査請求及び行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）

に基づく処分の取消しの訴えを行うことができる処分であることについて教

示しなければならない。 

 （事業計画書） 

第１０条 乙は、毎会計年度、次年度の年次事業計画書を次年度の開始１月前ま

でに甲に提出し、甲の承認を受けるものとする。 

２ 乙は、年次事業計画書に記載された講習会、イベントなどの個別事業計画書

を実施日（募集開始日を含む。）の１月前までに甲に提出し、甲の承認を受け

るものとする。 

３ 甲又は乙は、業務に関する法令及び条例の改正その他の理由により、年次事
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業計画書及び個別事業計画書を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、変

更することができるものとする。 

 （自主事業） 

第１１条 乙は、自主事業を実施しようとするときは、甲の承認を得て実施する

ものとする。 

（指定管理料） 

第１２条 甲は、指定期間内における乙の業務に係る経費（以下「指定管理料」

という。）を補 するものとし、年度協定書において各年度の指定管理料を定

めるものとする。 

（使用料） 

第１３条 聖苑の使用料は、条例第６条に規定する額とする。 

２ 甲と乙は、使用料の収入事務について、別途委託契約を締結するものとする。 

（使用料の減額又は免除）  

第１４条 乙は、条例第７条、条例施行規則第５条に定めるところに従い、前条

第１項の使用料を減額し、又は免除するものとする。 
２ 乙は、前項の規定による減額又は免除の手続については、第８条第２項及び

第３項の規定を準用する。 
 （自主事業収入） 

第１５条 乙が実施する自主事業に関する収入は、乙の収入とする。 

（目的外使用等） 

第１６条 乙は、聖苑の運営上必要な物品の販売等、目的外の使用をするときは、

あらかじめ甲に申請を行い、許可を受けなければならないものとする。 

２  乙は、前項の許可を受けたときは、甲が定める行政財産の使用料の徴収に

関する条例（昭和３９年条例第２５号）に基づく使用料を甲に支払うものとす

る。 

（事故報告書） 

第１７条 乙は、業務を実施するに当たり、事故等が発生した場合には、関係機

関との連携を図り、使用者の安全を確保するなど適切で速やかな措置を講じ

るとともに、その状況を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

（市等の事業への協力） 

第１８条 乙は、甲又は芦屋市教育委員会が主催又は共催する事業並びに市政

に関する資料の掲示及び配布に対して協力するものとする。 

（使用者アンケート調査） 

第１９条 乙は、本業務に関する使用者等の意見及び要望を把握するため、継続

的に使用者等を対象としてアンケート調査を実施するものとする。様式につ

いては、甲の定める様式を基本として、甲乙協議の上、定めるものとする。 
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２ 乙は、前項の調査結果について分析及び評価を行い、その後の管理業務への

反映に努めるものとする。この場合においては、その内容を施設内に掲示する

とともに、甲にその結果を報告しなければならない。 

（事業報告書等の提出及び監督） 

第２０条 乙は、手続条例第８条の規定により、毎年度終了後３０日以内に次に

掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。た

だし、年度の途中において指定管理者の指定が取り消されたときは、その取り

消された日から起算して３０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告

書を提出しなければならない。 

(1) 業務の実施状況及び使用状況 

(2) 使用料金及びその他の収入の実績 

(3) 管理運営経費の収支状況 

(4) 自主事業の実施状況 

(5) 前４号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める事項 

２ 乙は、毎月終了後、翌月１５日までに、次に掲げる事項を記載した月次報告

書を甲に提出しなければならない。 

(1) 業務の実施状況及び使用状況 

(2) 使用料金及びその他の収入の実績 

(3) 前２号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める事項 

３ 乙は、前２項で定める事業報告書及び月次報告書のほか、業務の遂行に当た

り必要がある場合は、甲に対し必要な事項を随時報告するものとし、甲は、乙

の業務に対し定期又は必要に応じて報告を求め、業務の実施について調査及

び評価し、又は必要な指示をすることができるものとする。 

４ 甲は、前項の調査及び評価の結果について公表できるものとする。 

（モニタリング及び年度評価の実施） 
第２１条 乙は、４半期ごとの管理状況を甲に提出し、甲は、公の施設に係る公

共サービスの水準を監視（測定・評価）するため、モニタリングを実施するも

のとする。 
２ 甲は、年度終了後に、前項の４半期ごとの管理状況及び第２０条第１項の事

業報告書を基に年度評価を行い、評価結果をホームページで公表するものと

する。 
３ 甲は、乙が提出した事業報告書等に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施

設の管理状況を確認し、第三者機関による評価を行うことができるものとす

る。 

４ 甲は、前３項の規定によるモニタリング等の実施に当たっては、管理施設に

立ち入り、管理業務の実施状況及び財務状況について必要な説明又は関係書
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類の提出を求めることができる。 
５ 甲は、第三者に前項に係る業務を行わせることができるものとする。 

（経営状況の確認） 

第２２条 乙は、経営の健全性を証するため、乙が商法（明治３２年法律第４８

号）、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）及びその他関係法令で

求められる計算書類及び監査報告書を、乙の毎事業年度終了後３か月以内に

甲に提出するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により提出された書類について、疑義があるときは、乙に

対し質問を行うことができる。このときにおいて、乙は、甲の質問に誠意をも

って回答しなければならない。 

（備品等の管理） 

第２３条 乙は、聖苑に備える備品等を適切に管理しなければならない。 

２ 指定管理料及び使用料金等の範囲内で購入した備品は、原則甲に帰属すべ

きものとし、速やかに甲に報告するものとする。 

３ 乙は、聖苑の管理に当たって、乙の所有する備品等を持ち込み、又は購入し

たときは、持込備品管理簿に記載するものとする。 

４ 乙は、指定期間の満了又は指定の取消しにより聖苑の管理を終了したとき

は、持ち込んだ備品等を直ちに自己の負担において撤去するものとする。ただ

し、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

（指定の取消し等） 

第２４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定

を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることがで

きるものとする。 

(1) 各事業年度における事項について定めた年度協定、条例、同条例施行

規則、手続条例若しくは関係法令又はこの協定の条項に違反したとき。 

(2) 計画書及び事業計画書に従い聖苑の業務を履行しないとき、又は履行の

見込みがないと認められるとき。 

(3) 正当な理由なく、甲の指示に従わないとき。 

（4） 著しく社会的信用を失う等により指定管理者として相応しくないと認め

られるとき。 

(5) 暴力団（芦屋市暴力団排除条例（平成２４年芦屋市条例第３０号。以下

「排除条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団

密接関係者（排除条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。）

であることが判明したとき。 

(6) 業務の一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等

（暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）であると知
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りながらその契約を締結したと認められるとき。 

(7) 第３４条第４項の規定による要求に従わなかったとき。 

(8) 前３号に掲げるもののほか、正当な理由なく協定の条項に違反し、その

違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められる

とき。 

(9) 自らの責に帰すべき事由により乙から本協定の解除の申出があったと

き。 

（原状回復義務） 

第２５条 乙は、第２条に定める指定期間が満了したとき、前条の規定により指

定を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を

命ぜられたときは、当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければなら

ない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

（引継ぎ） 

第２６条 乙は、別の指定管理者が新たに指定されたときは、新たに指定された

指定管理者への引継ぎを文書により誠実に行わなければならない。 

２ 前項の引継ぎは、新たな指定管理者が業務を開始するまでに完了しなけれ

ばならない。 

３ 施設管理に係る光熱水費のうち、月末締めによる支払いが不可能なものに

ついては、指定期間内の最終締め日以後の光熱水費は、新たに指定された指定

管理者が支払うものとする。 

４ 乙は、前納された使用料のうち、当該使用料に係る使用の日が指定期間終了

後に係るものがあるときは、当該使用料相当額を甲又は甲が指定する者に支

払うものとする。 

（損害賠償義務） 

第２７条 乙は、業務の遂行に当たり、乙の責に帰すべき事由により聖苑の使用

者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、

甲が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 甲は、乙の責に帰すべき事由により発生した損害について、聖苑の使用者又

は第三者に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償

に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

３ 乙が、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠

償しなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由、不可抗力その他特別

の事由があるときは、その全部又は一部を免責することができるものとする。 

４ 第２４条の規定による指定の取消しにより発生した乙の損害について甲は

賠償しないものとする。この場合において、当該取消しにより発生した甲の損

害について賠償を請求することができるものとする。 
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（保険） 

第２８条 乙は、その管理する施設における不慮の事故に備え、次の賠償責任保

険に加入するものとする。 

(1) 施設賠償責任保険 

２ 乙は、前項の保険に加入したときは、当該保険に係る証券の写しその他の

加入内容を証する書面を、直ちに甲に提出しなければならない。 

（個人情報保護） 
第２９条 乙は、この協定の履行に当たって、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）、関係法令等のほか、別紙「個人情報の取扱いに関す

る特記事項」を遵守しなければならない。 

２ 乙は、第３４条の規定に基づき本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負

わせるときは、当該委託先又は請負先に対しても、その業務に当たり前項の規

定を遵守する必要があることを周知しなくてはならない。 

（文書の管理及び保存） 

第３０条 乙は、業務に伴い作成し、又は受領した文書等を芦屋市文書取扱規程

（平成１９年芦屋市訓令甲第６号）又は芦屋市教育委員会文書管理規則（昭和

４３年芦屋市教育委員会規則第１１号）に基づき、適正に管理し、保存するこ

ととし、指定期間の終了後、又は指定の取消し後に、甲の指示に従って引き渡

すものとする。 

 （情報公開） 

第３１条 乙は、業務の遂行に当たり、芦屋市情報公開条例（平成１４年芦屋市

条例第１５号）の趣旨に基づき、その管理に関する情報の公開を行うための必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 乙は、甲から聖苑に関する文書であって甲が保有していないものに関し閲

覧、写しの交付等の申出があったときは、提出に応じるよう努めるものとする。 

 （防犯カメラ） 

第３２条 乙は、芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱（平成

２６年芦屋市要綱）の規定に準じ、防犯カメラ管理責任者を置き、個人情報画

像に係る個人の権利利益の侵害を防止するため、防犯カメラの設置及び運用

に関し、必要な措置を講ずるものとする。 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第３３条 乙は、この協定及び年度協定によって生ずる権利又は義務を第三者

に譲渡し、転貸し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。

ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

 （委託等の制限） 

第３４条 乙は、この協定及び年度協定に定める業務の全部又は主要な部分を
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第三者に請け負わせてはならない。 

２ 乙は、業務の一部を第三者に行わせようとするときは、事前に甲の承諾を得

なければならない。 

３ 乙は、業務の一部を第三者に行わせようとするときは、全て乙の責任及び費

用において行うものとし、当該業務に関し乙が使用する第三者の責に帰すべ

き事由により生じた損害及び増加費用については、乙が負担するものとする。 

４ 甲は、乙が業務の一部を第三者に行わせようとする場合において、当該第三

者が暴力団等であることが判明したときは、乙に対し、当該第三者との間で契

約を締結しないことを求めるものとする。この場合において、既に当該第三者

との間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除することを求

めるものとする。 

（暴力団等の排除） 

第３５条 甲は、乙に対し、役員等（芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の

排除措置に関する要綱（平成２５年芦屋市要綱）第２条第２号に規定する役員

等をいう。）の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの

情報を芦屋警察署長に提供することにより乙が暴力団又は暴力団密接関係者

であるかどうかについて意見を聴くことができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、指定管理者が

行うべき業務以外の業務において暴力団等の関与を排除するために使用し、

又は、乙の同意を得て、他の実施機関（芦屋市個人情報保護法施行条例（令和

４年芦屋市条例第２３号）第３条に規定する実施機関をいう。）及び議会に提

供することができるものとする。 

３ 乙は、業務の履行に当たり、暴力団等から当該業務の妨害その他不当な要求

（以下「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに、その旨を甲に報告し、

及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うものとする。乙が業務の一部を

第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受け

たときも、同様とする。 

４ 甲は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、乙又は警察等

その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。 

（災害時の体制等） 

第３６条 乙は、災害発生時の緊急連絡体制表について、本協定締結後、速やか

に甲に提出するものとし、指定期間中に変更があった場合は、甲に通知するも

のとする。 

（管轄裁判所） 

第３７条 本協定に係る紛争の訴訟は、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審

の管轄裁判所とする。 



基本協定書 
 

9 
 

（疑義の決定） 

第３８条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 （当該事業年度における協定） 

第３９条 この協定の発効により、各事業年度における事項については、別に年

度協定を締結する。 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自

１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

  






